
金融機関の職員を騙(かた)ったカード詐欺に十分ご注意

ください。

情報によりますと、他の金融機関で次のような被害が発

生しております。

【 事 例 】

ご高齢の預金者に対し、金融機関の職員を騙った人物が、「金融機関の

者ですが、最近使っていないカードはありませんか」と電話し、「あります」

と返答したところ、「係の者を行かせます」と返事があり、その直後に、金融

機関の者と名乗る人物が、金融機関のマークと顔写真のついたネームプ

レートのようなものを首から下げて訪問してきました。その人物は「最近は

キャッシュカードが狙われている事件が多い。カードを使う機会が少ない

のなら廃棄してはどうですか？」と勧めてキャッシュカードを受け取り、「生

年月日を暗証番号にしていないでしょうね」と言葉巧みに暗証番号を聞き

出しました。その後、当日から翌日の早朝までの間に、当該金融機関や他

の金融機関の ATMから、数回に分けて数百万円が引き出されるという被

害に遭われ、警察署に被害届を提出されました。

当金庫の職員が、電話や訪問によりキャッシュカードの

番号や暗証番号等をお尋ねすることは一切ありませんの

で十分ご注意ください。


